
箕
面
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
ど
も
未
来
創
造
局
長　

 
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
創
設
支
援
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
九
日 

箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長　

藤　

迫　
　
　

稔
印　

 

み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
創
設
支
援
補
助
金
交
付
要
綱 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
創
設
支
援
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」

と
い
う
。
）
の
交
付
に
関
し
、
箕
面
市
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
箕
面
市
規

則
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
助
対
象
者
） 

第
二
条　

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
「
補
助
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、

み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
認
定
等
に
関
す
る
要
綱
（
令
和
八
年
箕
面
市
教
育
委
員

会
訓
令
第
二
号
。
以
下
「
認
定
等
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
み
の
お

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
（
認
定
等
要
綱
第
一
条
に
規
定
す
る
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を

い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。 

（
補
助
対
象
経
費
及
び
補
助
金
の
額
） 

第
三
条　

補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
（
以
下
「
補
助
対
象
経
費
」
と
い
う
。
）
及
び
補
助

金
の
額
は
別
表
の
と
お
り
と
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
付
す
る
。 

（
補
助
の
回
数
） 

第
四
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
は
、
一
の
補
助
対
象
者
に
つ

き
一
回
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
た
補
助

金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
回
数
と
し
て
計
算
し
な
い
。 

（
補
助
対
象
期
間
等
） 



第
五
条　

補
助
金
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
「
補
助
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
第

六
条
の
申
請
を
し
た
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起

算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
助
対
象
期
間
が
満
了
す
る
日
が
申
請
日
が
属
す
る

年
度
の
末
日
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
補
助
対
象
期
間
は
、
申
請
日

の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
対
象
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
補
助
対
象
者
は
、
翌
年
度
の
初

日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
第
六
条
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
補
助
対
象
期
間
は
、
当
該
翌
年
度
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
短

縮
さ
れ
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
と
す
る
。 

４　

第
一
項
又
は
前
項
の
補
助
対
象
期
間
が
満
了
す
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
満

了
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
補
助
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
場
合
は
、
一
度
に
限
り
、
当
該
補
助
対
象
期
間
を
六
月
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一　

満
了
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
に
お
い
て
補
助
対
象
者
が
運
営
す
る
み
の

お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
加
入
し
て
い
た
箕
面
市
立
中
学
校
在
籍
の
生
徒
の
数
が
五

以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二　

満
了
日
の
属
す
る
月
の
前
月
に
お
い
て
補
助
対
象
者
が
実
施
し
た
み
の
お
地
域

ク
ラ
ブ
活
動
に
参
加
し
て
い
た
箕
面
市
立
中
学
校
在
籍
の
生
徒
の
数
を
当
該
月
に

実
施
し
た
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
回
数
を
も
っ
て
除
し
た
数
が
五
以
上
で
あ

る
こ
と
。 

５　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
補
助
対
象
期
間
が

満
了
す
る
日
が
申
請
日
が
属
す
る
年
度
の
末
日
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
に
お

け
る
補
助
対
象
期
間
は
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。 



（
交
付
申
請
） 

第
六
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
補
助
対
象
者
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ

創
設
支
援
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
及
び
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
実

施
計
画
書
（
様
式
第
二
号
）
を
箕
面
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

（
補
助
金
の
交
付
決
定
） 

第
七
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
交

付
の
可
否
を
決
定
し
、
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
状
況
報
告
） 

第
八
条　

補
助
対
象
者
は
、
補
助
対
象
期
間
に
お
け
る
毎
月
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
、

翌
月
の
十
日
ま
で
に
、
活
動
状
況
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
実
績
報
告
） 

第
九
条　

補
助
対
象
者
は
、
補
助
対
象
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
満
了
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
満
了
し
た
日
が
属
す
る
年
度
の
三

月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
創
設
支
援
補
助
金

実
績
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
補
助
対
象
経
費
の
実
支
出
額
を
証
明
す
る
書
類
等

を
添
え
て
、
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
補
助
金
の
額
の
確
定
） 

第
十
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を

審
査
の
上
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り

補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
助
金
の
請
求
） 

第
十
一
条　

補
助
対
象
者
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
請
求
書
を
速
や
か
に



委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
概
算
払
） 

第
十
二
条　

委
員
会
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
た
場
合
に

お
い
て
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
円
滑
な
運
営
及
び
実
施
を
図
る
上
で
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
概
算
払

に
よ
り
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
概
算
払
に
よ
る
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
補
助
対

象
者
は
、
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
概
算
払
に
よ
る
交
付
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、

概
算
払
い
に
よ
る
交
付
の
承
認
又
は
不
承
認
を
決
定
し
、
規
則
第
十
六
条
第
三
項
に

よ
り
補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
交
付
決
定
の
取
消
し
） 

第
十
三
条　

委
員
会
は
、
補
助
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一　

認
定
等
要
綱
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
地
域
ク
ラ
ブ
活

動
認
定
（
認
定
等
要
綱
第
七
条
の
変
更
の
認
定
を
除
く
。
）
の
取
消
し
を
受
け
た
と

き
。 

二　

こ
の
要
綱
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
の

決
定
を
受
け
た
と
き
。 

四　

補
助
金
を
そ
の
目
的
外
の
用
途
に
使
用
し
た
と
き
。 

２　

前
項
の
規
定
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
額
を
確
定
し
た
後
に
お
い
て

も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

３　

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取



り
消
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
補
助
金
の
返
還
） 

第
十
四
条　

委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
取
り

消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
補
助
対
象
者
の
当
該
取
消
し
に
係
る
部
分
に
関
し
、
既
に

補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の

と
す
る
。 

２　

委
員
会
は
、
補
助
対
象
者
に
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
た
場
合
に
お
い

て
、
既
に
そ
の
額
を
超
え
る
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、

そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
委
任
） 

第
十
五
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長
が
定
め
る
。 

附　

則 

　

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 １　

補
助
対
象
者
が
み
の
お
地
域

ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
支
出
す

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費 

一　

指
導
人
材
（
み
の
お
地
域

ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
指
導

や
指
導
補
助
、
見
守
り
等
を

行
う
人
材
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
す
る
謝
金
及
び
保

険
料 

　

二　

試
合
、
大
会
等
へ
の
参
加

に
係
る
指
導
人
材
の
交
通
費

（
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す

る
移
動
に
要
す
る
費
用
で
あ

っ
て
、
最
も
経
済
的
か
つ
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の

経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出

し
た
も
の
を
い
う
。
） 

　

三　

消
耗
品
費
（
物
品
単
価
が

二

万

円

未

満

の

も

の

に

限

る
。
） 

　

四　

印
刷
製
本
費 

　

五　

施
設
利
用
料
（
賃
料
等
は

除
く
。
） 

　

六　

雑
役
務
費 

　

七　

指
導
、
審
判
、
そ
の
他
み

の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
運

営
及
び
実
施
に
当
た
り
必
要

と
な
る
研
修
、
講
習
及
び
資

格
取
得
等
に
関
す
る
費
用 

　

八　

そ
の
他
箕
面
市
教
育
委
員

会
教
育
長
が
必
要
と
認
め
る

経
費

補
助
対
象
経
費

 十
分
の
十

補
助
率

 １　

補
助
金
の
限
度
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
補
助

対
象
者
が
補
助
対
象
期
間

内
に
お
い
て
実
施
し
た
み

の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の

回
数
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
（
千
円
未
満

の

端

数

が

生

じ

た

と

き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。 

一　

二
十
回
以
上
四
十
回

以
下　

二
十
万
四
千
円 

　

二　

四
十
一
回
以
上
六
十

一
回
以
下　

三
十
八
万

四
千
円 

三　

六
十
二
回
以
上　

五

十
五
万
八
千
円 

２　

前
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
補
助
対
象
者
が
指

導
人
材
一
名
で
み
の
お
地

域
ク
ラ
ブ
活
動
を
実
施
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
前
項
各
号
に
定
め

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
額
（
千
円
未
満
の

端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

額
）
と
す
る
。

補
助
の
限
度
額


